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児童にかかる夏休み対応について（移動支援・行動援護・同行援護） 

 

標記の件につきまして、下記のように経過措置を実施いたしますのでお知らせします。 

記 

 １ 移動支援の対応 

「その他の外出」の支給量を期間限定で変更します。 

区分 現   行 平成 25 年 7 月～9月 

小学生 １２時間 
３６時間 

中高生 ２４時間 

   ※この支給量変更は、申請に基づき行います。 
 

 ２ 行動援護・同行援護の対応 

「その他の外出」に相当する支給量を期間限定で変更します。 

区分 現   行 平成 25 年 7 月～9月 

小学生 ２４時間 ３６時間 

   ※行動援護・同行援護を利用されている中高生の方は、既に３６時間として決定を行って

いるため、今回の措置の対象となりません。 

   ※実施方法は、小学生の方について申請があった場合に、現在の支給量に１２時間を加算

することになります。 
 

 ３ 留意事項 

   今回の経過措置に伴い利用者との契約変更（契約支給量を増やす：6 月中に行う場合の契

約日は 7 月 1 日付です。）が生じた場合は、この措置が期間限定であることから、10 月にも

契約変更（契約支給量を元に戻す）の必要がありますのでご注意ください。 

契約変更にあたっては、受給者証「支給量変更の記載欄」の内容を必ず確認してください。 
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